
保険外負担していただくもの一覧 
当院では別に定める選定療養費の他に保険外負担として下記の通り費用をいただいております。 

 

文書料 

文書種類 料金 

診断書（当院様式） 2,200 円 

死亡診断書 5,500 円 

死体検案書 11,000 円 

年金（障害・厚生・国民）の請求（申
請）に必要な診断書 

5,500 円 

医師意見書 
（各種サービス利用可否に係る書類、
補装具費等支給・装着証明、就労可
能証明、運動許可などを含みます） 

1,100 円 

免許取得のための各種証明書 
（職業免許ほか、船舶・猟銃免許等を
含む）＊証明に必要な検査を実施し
た 

 場合は、別途検査料が必要です。 

3,300 円 

入院・手術・通院等証明書（所定様式） 5,500 円 

裁判所提出用診断書（所定様式） 5,500 円 

公安委員会提出用診断書（所定様式） 3,300 円 

身体障害者手帳申請のための診断書 5,500 円 

特定医療費申請のための診断書 
（臨床調査個人票） 

5,500 円 

副作用救済給付用（医療費・医療手当
診断書） 

5,500 円 

副作用救済給付用（投薬・使用証明書） 5,500 円 

施設等入所のための証明書 
＊証明に必要な検査を実施した場合
は、別途検査料が必要です。 

3,300 円 

健康管理手当等証明書（原爆） 3,300 円 

アフターケア更新診断書 3,300 円 

領収証明書 1,100 円 

おむつ利用証明書 1,650 円 

保険会社からの照会書類作成 
＊画像 CD は別途 1,100 円必要です。 

11,000 円 

 
健康診断書の費用及び検査内容  

検査項目 料金 

身体測定･検尿･視力･聴力･血液検査･ 
胸部Ｘ-Ｐ･心電図 

11,000 円 

身体測定･検尿･視力･聴力･胸部Ｘ-Ｐ 6,050 円 

身体測定･検尿･視力･聴力 3,850 円 

＊上記健康診断についてはセット料金となっています
ので、不要な項目があっても減額には応じかねます。
また、上記以外の検査を追加で希望される場合には、
診療報酬点数表に準じて実費で頂くことで可能で
す。 

 
面談料 

面談内容 料金 

転院面談 3,680 円 

保険会社（20 分まで、以降、端数を増 
すごとに 5,500 円が必要です） 

5,500 円 

 
 
 
 
 
 

おむつ等 

品名 料金 

尿取りﾊﾟｯﾄ（簡単装着ﾊﾟｯﾄ）／枚 55 円 

尿取りﾊﾟｯﾄ スーパー／枚 55 円 

スーパーフラット／枚 66 円 

エクストラ／枚 132 円 

ﾗｲﾌﾘｰｽｷﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝｳﾙﾄﾗ／枚 132 円 

ライフリー横もれ安心／枚 220 円 

オンリーワンケア（パンツ）／枚 253 円 

処置用ナプキン／袋 200 円 

手術用使い捨て T パンツ L・LL／枚 410 円 

  
その他 

項目等 料金 

外線電話使用料（1 回につき） 10 円 

貸テレビ料（1 日につき） 550 円 

切手代（日本郵便の定めによる） 実費 

イヤホン 330 円 

洗濯用洗剤 120 円 

診察券再発行手数料 200 円 

マスク 100 円 

診療録開示手数料 3,300 円 

配薬カレンダー 1,980 円 

お薬管理ケース 1,500 円 

検査用カルクキャッチ 1,760 円 

コピー代（1 枚につき） 
＊診療録開示時の写し等含みます。 

10 円 

患者さんの自己利用目的による画像 
などのデータを患者さんが希望される
場合のメディア（CD など）代 

1,100 円 

在宅患者診療・指導料に係わる交通費 
（医療保険のみ）    5 ㎞～10 ㎞ 

10 ㎞を超えたら１㎞につき 
200 円／回 

10 円 

 
以下の物は患者さんからの希望があれば病院で購入して
いただけます。 

項目等 料金 

入院患者さんが外泊される場合で医師
が必要と認めた場合の経管栄養食代 
（CZ ハイ） 

330 円 

検査のための食事代（エニマクリン） 1,870 円 

 
付き添いに関してはご希望があり、医師の許可があれば以
下のものをご利用いただけます。 

項目等 料金 

入院付添いベッド料 （1 日につき） 165 円 

入院付添い寝具料  （1 日につき） 275 円 

付添いの方の食事代 （1 日につき） 1,760 円 

入浴券       （1 枚につき） 200 円 

 
死亡された方の処置に係る費用 

項目等 料金 

処置料 5,500 円 

寝間着代 2,750 円 
医療法人社団玄同会 小畠病院 

2025 年 4 月 1 日現在 

※金額には消費税を含みます 

※なお、衛生材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、

「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切認められていません。 


